
期日
２月 ３月

１７ １８ １９ 2０ 2１ 2４ 2５ 2６ 2７ 2８ ３ ４ ５ ６ ７ １０ １１ １2 １３ １４ １７
月 火 水 木 金 月 火 水 木 金 月 火 水 木 金 月 火 水 木 金 月

対
象
地
区

中
野
会
場

還
付
申
告

中
野

日
野

延
徳

平
野

高
丘

長
丘

平
岡

科
野 倭

還
付
申
告

中
野

日
野

延
徳

平
野

高
丘

長
丘

平
岡

科
野 倭

還
付
申
告

豊
田
会
場

上
今
井

上
今
井

豊
津

豊
津

豊
津

永
田

永
田

永
田

※中野会場は、市民会館４１号会議室（２階）、豊田会場は、
豊田支所大会議室（２階）で行います。

※２月2７日㈭以降は、中野会場のみとなります。

※２月１７日、３月３日・１７日の「還付申告」日は、給与、年金所得の所得税の還付を受ける方（市内全地
区）を対象とします。なお、対象地区の指定日以外でも相談は受けられますが、混雑をさけるため、で
きるだけ対象地区の指定日にお越しください。

※受付終了時間が前年より３０分繰り上がっておりますので、ご注意ください。
※申告相談期間中は、担当者が全員会場に出向くため、市役所税務課窓口での申告相談はできません。

◆申告相談日程 受付時間　午前８時～午後２時３０分（申告相談の開始は午前９時から）

１０２０１４．２ 広報なかの

市・県民税
の申告は市役所へ
市・県民税
の申告期限 ３月１７日㈪

平成２６年１月１日
現在、中野市に居
住していた方
※住民票が他市区町
村にあっても実際
に中野市内に居住
していた方を含み
ます

市・県民税の申告が必要となる主な方

平成２５年中に
所得があった
方

○所得税の確定申告は必要ないが、
営業・農業・不動産・配当・雑
(年金以外)・一時所得などがあ
る方

○所得が給与のみで、勤務先から市
役所に「給与支払報告書」が提出
されていない方
○給与以外に２0万円以下の所得があ
る方　など

平成２５年中に
所得がなかっ
た方

○市外に居住している親族などに扶
養されている方

○所得課税証明書(非課税証明書)
が必要な方

○国民健康保険加入者および加入者
のいる世帯　など

※所得税の確定申告をする方は、市・県民税の申告は不要です

※平成 ２５ 年度に市・県民税の申告をし
た方などに、「市・県民税申告書」を
送付しました。(届いた方全てに申告
義務があるとは限りません)

　なお、市・県民税の申告書は市役所
のほか豊田支所でも配布しています。

※所得税の確定申告が不要でも、市・県
民税の申告が必要な場合があります。

　市・県民税は、平成2５年中の所得に対して平成2６年度に課税
される税金で、個人の申告などに基づいて市が計算・課税を行
い、納付書や口座振替、または給与や公的年金からの天引きに
より納付していただくものです。
　申告内容は、国民健康保険税、介護保険料、保育料などの算
定のための基礎資料となるほか、年金や各種給付金を受給する
際の所得を証明するものになります。

問い合わせ先
市・県民税…税務課課税係　　☎（２２）２１１１（内線２２５）
所得税など…信濃中野税務署　☎（２２）３１５１



　

「
収
支
内
訳
書
」
を
提
出
す
る
方
や

「
医
療
費
控
除
」
の
あ
る
方
は
、
必
ず
事

前
に
集
計
を
済
ま
せ
て
か
ら
申
告
会
場
に

お
越
し
く
だ
さ
い
。
集
計
し
て
い
な
い
場

合
、
ご
自
身
で
集
計
し
て
か
ら
、
申
告
相

談
を
受
け
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま

す
。 事

前
に
集
計
を
済
ま
せ
て
く

だ
さ
い

　
市
・
県
民
税
の
申
告
書
は
、
郵
送
で
も

提
出
で
き
ま
す
。
３
月
１７
日
㈪
ま
で
に
記

入
し
た
申
告
書
や
収
支
内
訳
書
、
各
種
控

除
を
受
け
る
た
め
の
証
明
書
な
ど
を
市
役

所
税
務
課
あ
て
に
お
送
り
く
だ
さ
い
。
ま

た
、
内
容
を
確
認
さ
せ
て
い
た
だ
く
場
合

が
あ
り
ま
す
の
で
、
昼
間
に
連
絡
が
取
れ

る
電
話
番
号
を
必
ず
記
入
し
て
く
だ
さ

い
。

　
な
お
、
申
告
書
は
市
役
所
税
務
課
、
豊

田
支
所
、
北
部
公
民
館
、
西
部
公
民
館
、

永
田
サ
ー
ビ
ス
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
に
設
置
し

て
あ
る
投
函
箱
に
投
函
も
可
能
で
す
。

（
た
だ
し
、
所
得
税
の
確
定
申
告
書
は
投

函
し
な
い
で
く
だ
さ
い
）

１１ ２０１４．２広報なかの

郵
送
で
も

所
得
税
申
告
の
相
談
は
税
務

署
へ

　
次
の
よ
う
な
所
得
税
申
告
の
ご
相
談

は
、
市
役
所
で
は
で
き
ま
せ
ん
。
信
濃
中

野
税
務
署
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

■
申
告
に
係
る
も
の

　
青
色
申
告
、
準
確
定
申
告（
平
成
２５
・

２６
年
中
に
亡
く
な
っ
た
方
の
申
告
）、
延

納
の
届
出
、
更
正
の
請
求
、
海
外
に
被

扶
養
者
が
い
る
方
の
申
告
、
修
正
申
告

■
所
得
や
控
除
に
係
る
も
の

　
退
職
所
得
の
申
告
、雑
損
控
除
の
申
告
、

土
地
建
物
（
収
用
を
除
く
）
や
株
式
・

先
物
取
引
の
譲
渡
所
得
や
損
失
の
繰
り

越
し
が
あ
る
申
告
、
介
護
保
険
サ
ー
ビ

ス
に
か
か
る
医
療
費
控
除
額
に
不
明
な

も
の
が
あ
る
申
告

■
所
得
税
の
税
額
控
除
に
係
る
も
の

　
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
（
初
年
度
）、
外
国

税
額
控
除
、
政
党
等
寄
附
金
等
特
別
控

除
、
投
資
税
額
控
除
な
どは

税
務
署
へ

提
出
で
き
ま
す

確
定
申
告

　
公
的
個
人
認
証
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し

て
、
所
得
税
の
確
定
申
告
を
電
子
申
告
さ

れ
る
場
合
は
、
電
子
証
明
書
が
必
要
で

す
。
現
在
、
電
子
証
明
書
を
お
持
ち
の
方

は
有
効
期
間
（
発
行
日
か
ら
３
年
）
に
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、有
効
期
間
が
満
了
し
た
場
合
や

氏
名
・
住
所
な
ど
が
変
更
に
な
っ
た
場
合
は
、

自
動
的
に
電
子
証
明
書
が
失
効
に
な
り
ま

す
の
で
、更
新
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

電
子
証
明
書
の
更
新
お
よ
び
新
規
発
行
の

際
に
必
要
と
な
る
も
の

○
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド（
住
基
カ
ー
ド
）

○
運
転
免
許
証
な
ど
顔
写
真
付
き
の
身
分

証
明
書
（
住
基
カ
ー
ド
に
顔
写
真
が
な

い
場
合
）

○
手
数
料
５
０
０
円

※
代
理
人
に
よ
る
申
請
な
ど
、
手
続
き
の

内
容
に
よ
り
即
日
交
付
が
で
き
な
い
場

合
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

所
得
税
の
確
定
申
告
を

　
　
　
電
子
申
告
さ
れ
る
方
へ

市
民
課
窓
口
か
ら
の
お
知
ら
せ

住基
　
住
民
基
本
台
帳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ

ム
（
住
基
ネ
ッ
ト
）
の
機
器
交
換
作
業
を

住
基
ネ
ッ
ト
お
よ
び
電
子
証
明
書

の
手
続
き
が
一
時
停
止
し
ま
す

行
う
た
め
、
次
の
と
お
り
住
基
ネ
ッ
ト
関

連
の
手
続
き
が
ご
利
用
で
き
な
く
な
り
ま

す
。
ご
不
便
を
お
掛
け
い
た
し
ま
す
が
、

ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

利
用
で
き
な
い
日
時

○
本
庁

　
２
月
７
日
㈮
　
午
後
３
時
か
ら
終
日

○
豊
田
支
所
　

　
２
月
７
日
㈮
　
午
後
３
時
か
ら
終
日

　
２
月
１０
日
㈪
　
業
務
開
始
か
ら
午
後
１

時
※
本
庁
と
豊
田
支
所
で
利
用
で
き
な
い
期
間

が
異
な
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

利
用
で
き
な
い
手
続
き

○
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド（
住
基
カ
ー
ド
）

に
関
連
す
る
手
続
き

　【
例
】
住
基
カ
ー
ド
の
発
行
、
暗
証
番

号
の
変
更
、
住
基
カ
ー
ド
を
利
用
し
た

転
出
と
転
入
な
ど

○
住
民
票
の
写
し
の
広
域
交
付

○
電
子
証
明
書
の
新
規
発
行
、
更
新

※
電
子
証
明
書
の
新
規
発
行
、
更
新
以
外

の
手
続
き
は
通
常
ど
お
り
行
う
こ
と
が

で
き
ま
す
。

　【
例
】
暗
証
番
号
の
変
更
や
ロ
ッ
ク
の

解
除
な
ど

問
い
合
わ
せ
先

市
民
課
窓
口
係

☎
�
２
１
１
１
（
内
線
２
３
６
）

　
所
得
税
・
個
人
消
費
税
及
び
地
方
消
費

税
・
贈
与
税
の
確
定
申
告
は
、
信
濃
中
野

税
務
署
で
行
っ
て
い
ま
す
。

　
信
濃
中
野
税
務
署
で
は
、
３
月
１７
日
㈪

ま
で
（
土
日
・
祝
日
を
除
く
）、
所
得
税
・

個
人
消
費
税
・
贈
与
税
の
確
定
申
告
相
談

会
場
を
設
置
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
平
成
２５
年
分
の
「
個
人
消
費
税

及
び
地
方
消
費
税
の
確
定
申
告
書
」
の
提

出
期
限
お
よ
び
相
談
期
限
は
、
３
月
３１
日

㈪
で
す
（
土
日
・
祝
日
は
除
く
）

会
場

　
信
濃
中
野
税
務
署
２
階
会
議
室

時
間

　（
受
付
）午
前
８
時
３０
分
か
ら

　（
相
談
）午
前
９
時
～
午
後
５
時


